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１．趣旨 

  この要項は，伝統的建造物群の所在する市町村が行う当該伝統的建造物群の保存状況等の調査及びこれ

に基づく保存・防災対策の策定並びにそれらの見直しの事業に要する経費について国が行う補助に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

 

２．補助事業者 

補助事業者は，市町村とする。 

 

３．補助対象事業 

補助対象となる事業は，伝統的建造物群が所在する地区に関する次に掲げるいずれかの事業とする。 

（１）伝統的建造物群保存対策調査 

   ・歴史的沿革及び自然的，社会的，経済的概況の調査 

   ・伝統的建造物群及びこれと一体をなす環境の保存状況に関する調査 

   ・伝統的建造物群及びこれと一体をなす環境の保存対策の策定 

（２）重要伝統的建造物群保存地区防災計画策定 

   ・重要伝統的建造物群保存地区の防災計画策定に必要な水系・地質・家屋等調査 

   ・重要伝統的建造物群保存地区防災計画策定 

 

４．補助対象経費 

補助対象となる経費は，次に掲げる経費とし，その明細は別紙のとおりとする。 

（１）主たる事業費 

   ア 調査経費 

   イ 保存対策・防災計画策定経費 

   ウ 測量，図化等経費 

   エ 調査報告書印刷経費 

（２）その他の経費 

事務経費 

 

５．補助金の額 

補助金の額は，次に掲げる場合を除き，補助対象経費の２分の１とする。 

（１）当分の間，補助事業者が沖縄県内に所在する市町村である場合にあっては，補助対象経費の５分の

４とする。 

  （２）当該年度の前々年度の財政力指数（地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１４条及び第２

１条の規定により算定した基準財政収入額を同法第１１条及び第２１条の規定により算定した基準財

政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値）が１．00 を超える指定都市にあっては，財政力指

数の逆数（調整率）を補助金の交付額に乗じて得た額とする。 

 

  



 

 

（別 紙） 
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